
その認識正しいの？
ー少年法の真実とはー
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１．背景と目的 
　 

 

７．探求を通して  

３．検証１
　

６．考察 
 

検証１より、少年法はうまく機能していた
検証２より、青年の再犯者率に比べて再犯者率が減少していた

そのため私達は、
 

少年法について多くの人に理解してもら
い、包括的に支援すること が大切である 

ということを知ってもらう必要があると考えた
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現在の犯罪白書によると、非行少年の人数は減少しているが、
再非行少年率は依然として横ばいになっている
→この状態を減少へと改善していきたい

1,少年法の読解　2,少年事件の件数の現状把握　
3,少年法の厳罰化による更生への影響　の作業を行った。
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５．検証２  
 

①少年が罪を犯した後に送られるのは、、、
　他国･･･収監施設
　日本･･･少年院（収監施設＋複数の児童福祉施設）
　　　　　→日本のみの独自のシステム
（最近は米国をはじめとする先進諸国でも同様の施設が登　 場
してきた）

②少年の再犯者率･･･31.7％（⤵）

　成人の再犯者率･･･47.9％（⤴）

→この差について、少年院内の職業訓練指導や更生を目的　と
したカリキュラムによるものと考えられる
（少年院のほうが刑務所に比べて刑務作業もなく、より更生に　力を
入れている）

４．仮説２ 
 

少年犯罪の再犯率が高いのは、少年法に課題があるのではなく少年院と
いった更生施設や更生環境に課題があるのではないのか
 

２．仮説１ 
 
 
再非行少年率が高いのは少年法が上手く機能していないのではないか

刑法 少年法

少年の更生を促進する目的罪を犯した成人を裁く目的    

検挙人員は減少しているが、再非行少年の人数は検挙人員に比べて緩や
かに減少しているため再非行少年率がほぼ横ばいで推移している。

アメリカで少年法の厳罰化を行ったという先例がありその結果
について以下に記す。

適用年齢、重大事件としての基準の引き下げ

社会的差別・排斥の増加、少年の精神状態の悪化

社会復帰が困難になり、再犯に至ってしまう

以上から考えると、少年法に問題はなく、

　　　　　　　　むしろ必要不可欠と考えることができる

31.7％

差が顕著に
見られる

自分たちが今まで持っていた少年法や少年事件に対する
価値観が一変しました。
探求に協力していただいたみなさんありがとうございました。
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